
共催 大阪弁護士会・公益社団法人大阪精神科診療所協会
認定NPO法人大阪精神医療人権センター

フランスは、過去には精神医療が収容所スタイルで行われたが、その後、長い年月を

かけて精神保健改革が行われてきた。中でも、フランス東部「リール」では、ローラン医

師が中心となり、アメリカの地域コミュニティ精神保健の経験を参考としたり、イタリア（トリ

エステ）との交流を図るなどして、改革が進められた。「精神保健はあらゆる人に関する

ことである」という理念のもと、アートを取り入れたり、なるべく入院に頼らず、かつ、本人

の意思を中心とした地域精神医療を実践している。入院偏重型の日本において、地域

医療への転換を考える機会としたい。

ローランさん
（フランスより来日！）

◆フランス精神医療改革の実践
・・・Jean Luc Roelandt（医師・リール精神保健センター）

通訳 三脇康生（医師・仁愛大学教授）

◆日本における地域精神医療の取組
・・・高木俊介（医師・ACT-K・たかぎクリニック院長）

◆社会保障法学からのアプローチの重要性
・・・永野仁美（上智大学教授）

◆他調整中

２０１８年１１月７日（水）

午後５時３０分～８時３０分

受付開始 午後５時

【場所】 大阪弁護士会館１０階
大阪市北区西天満１-１２-５
（地図は裏面）

【参加費】 ５００円（資料代）

高木俊介さん
（日本版訪問
型精神医療の

第一人者）

永野仁美さん
（社会保障法・

障害法）

要申込（裏面）
定員１３０人

（協力）科研費・基盤研究（Ｃ）「アートがつくる新たな支援者関係、
その実証的研究」（研究代表者：三脇康生）

三脇康生さん
（精神科医・通訳）



≪会場≫ 
■大阪弁護士会館

〒530-0047  
大阪市北区西天満 1-12-5  
【TEL】０６－６３６４－０２５１ 

【交通手段】 

・京阪中之島線「なにわ橋駅」 出口１から徒歩約５分 

・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」 １号出口から徒歩約１０分 

・地下鉄・京阪本線「北浜駅」 ２６号階段から徒歩約７分 

・ＪＲ東西線「北新地駅」 徒歩約１５分 

お申し込み

FAX  06-6313-0058 

本チラシ（裏面）を申込書としてご利用ください。 

インターネット 

大阪精神医療人権センターのホームページ

「講演会申込」からお申込みください。 

右のＱＲコードからもお申込み頂けます。 

------------------------------------------------------------------------- 
2018/11/７ 講演会 地域精神医療の充実に向けて 

―フランス・リールの実践から考える― 

申 込 書 

送信先 ＦＡＸ ０６－６３１３－００５８（大阪精神医療人権センター宛） 

１．お名前  （ ） 

２．区 分  大阪弁護士会会員 ・ 大阪精神科診療所協会会員 

大阪精神医療人権センター会員 ・ その他 

３．所 属（あれば）（    ） 

４．立 場  当事者　・　家族　　・ ソーシャルワーカー ・ 看護師 

医師　　・ 弁護士 ・ その他（     ） 

５．電話番号  （ ） 

※お申込みをもって受付とさせていただき、参加票等の発行は致しません。 
定員になり次第、申込受付を終了します（定員を超える場合はご連絡します）。 

※情報保障の必要な方は、必要な情報を添えて、上記ＦＡＸ宛または電話０６－６３１３
－００５６にて、お問合せ下さい（２０１８年１０月２４日（水）まで）。 
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